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二
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よ
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指
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開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

競
争
入
札
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加
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す
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公
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
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件
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…
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…
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…
…
…
…
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…
六

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤　

務　

場　

所

指 

定 

年 

月 

日

肢

体

不

自

由

進

来
　

塁

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

別
府
医
療
セ
ン
タ
ー

別
府
市
大
字
内
竈
一
四
七
三
番
地

令
二
・
六
・
一
八

肢

体

不

自

由

向

井

由

姫

向
井
病
院

別
府
市
大
字
南
立
石
二
四
一
番
地
の

一
五

〃

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

肢

体

不

自

由

熊

丸

浩

仁

九
州
大
学
病
院
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
字
鶴
見
原
四
五
四

六

〃

肢

体

不

自

由

齋

藤

武

恭

九
州
大
学
病
院
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
字
鶴
見
原
四
五
四

六

〃

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の

機

能

障

害

小

腸

の

機

能

障

害

米

村

祐

輔

九
州
大
学
病
院
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
字
鶴
見
原
四
五
四

六

〃

肢

体

不

自

由

岩

田
　

卓

岩
田
医
院

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
一
五
六

番
地

〃

腎

臓

の

機

能

障

害

賀

來

俊

彦

杵
築
中
央
病
院

杵
築
市
大
字
杵
築
一
二
〇
番
地

〃

直

腸

の

機

能

障

害

小

腸

の

機

能

障

害

二

宮

繁

生

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

肢

体

不

自

由

小

林
　

修

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土
地
改
良
区
名

所　
　

在　
　

地

認
可
年
月
日

竹
田
市
土
地
改
良
区 

竹
田
市

令
二
・　

六
・
二
二　

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

土
地
改
良
区
名

所　
　

在　
　

地

認
可
年
月
日

九
重
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
九
重
町

令
二
・　

六
・
二
二　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

土
地
改
良
区
名

所　
　

在　
　

地

認
可
年
月
日

玖
珠
町
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
玖
珠
町

令
二
・　

六
・
二
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
七
・
〇

　

～　

九
・
〇

メ
ー
ト
ル

一
、
四
二
〇
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

（
告
示
）

県
道
別
府
一

の
宮
線

別
府
市
大
字
東
山
字
片
山
三

六
番
一
か
ら

別
府
市
大
字
東
山
字
横
尾
一

一
八
番
八
ま
で

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。　

後

Ａ

四
二
・
七

　

～
一
〇
・
〇

一
、
四
二
〇
・
〇

Ｂ

四
二
・
七

　

～　

九
・
七

一
、
一
八
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
国
東
安

岐
線

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
無
田
一
四
五
九
番

一
地
先
か
ら

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
仁
礼
木
二
〇
八
六

番
六
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
六
・
七

　

～　

九
・
〇

メ
ー
ト
ル

五
五
一
・
〇

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
無
田
一
四
五
九
番

一
地
先
か
ら

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
仁
礼
木
二
〇
八
六

番
六
ま
で

後

三
二
・
三

　

～
一
〇
・
一

五
五
一
・
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

三

（
告
示
・
公
告
）

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
川
上
玖

珠
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
二

七
番
四
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
二

五
番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
六
・
四

　

～
一
二
・
一

メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇

後

一
八
・
五

　

～
一
六
・
〇

四
〇
・
〇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
〇

一
番
八
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
〇

二
番
二
ま
で

前

一
〇
・
六

　

～　

九
・
一

一
四
・
〇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
〇

一
番
八
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
〇

二
番
四
ま
で

後

一
〇
・
六

　

～
一
〇
・
〇

一
四
・
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
別
府
庄
内
線

別
府
市
大
字
南
立
石
字
野
原
一
八
五
一
番
五
か
ら

別
府
市
大
字
南
立
石
字
上
向
原
一
〇
八
四
番
二
ま
で

令
二
・　

七
・　

三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
川
上
玖
珠
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
鳴
川
三
四
一
七
番
一
〇
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
八
五
番
八
ま

で

令
二
・　

七
・　

三

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
六
二
四
番
二
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
〇
二
番
四
ま

で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

　
　

連
続
流
れ
方
式
栄
養
塩
分
析
装
置
賃
貸
借
契
約

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

四

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

　
　
　

を
得
な
い
者

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

　
　
　

力
団
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
　
　

を
有
す
る
者

　
　

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

　
　
　

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争

　
　
　

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

　
　
　

い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二

　
　
　

年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を

　
　
　

除
く
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
○
―
八
五
○
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
（
五
○
六
）
二
九
五
六

　

３　

申
請
の
時
期　

　
　
　

令
和
二
年
七
月
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が

　
　

期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い

　
　

場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等

（
公
告
）

　
　

の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大

　
　

分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
他
知

　
　

事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て

　
　

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

　
　
　

場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

　
　

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

中
部
地
区
Ｃ
清
掃
業
務

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

五

（
公
告
）

　
　
　

を
得
な
い
者

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
法
第
二

　
　
　

条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

　
　

㈢　

県
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
八

　
　
　

号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間

　
　
　

を
経
過
し
て
い
な
い
者

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

　
　
　

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

　
　
　

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

　
　
　

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

　
　
　

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

　
　
　

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈢　

経
営
規
模

　
　
　

ア　

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
従
事
者
数
を
い
う
。
県
外
に
本
社
が
あ
る
場
合
は
県
内
の

　
　
　
　

支
社
等
の
従
業
員
に
つ
い
て
の
み
対
象
と
す
る
。
）

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

　
　
　

う
。
）

　
　

㈤　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
）

　
　

㈥　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
の
状
況

　
　

㈦　

障
が
い
者
の
就
労
へ
の
支
援
の
状
況

　
　

㈧　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
庁
舎
管
理
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
○
六
―
二
九
六
二

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

　
　

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等

　
　

の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年

　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
き
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
（
隔
年
七
月
に
申
請
受
付
）

　
　

を
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
他
知

　
　

事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て

　
　

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

　
　
　

場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

六

（
公
告
）

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

　
　

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

７
月

３
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

　
　

　
連

続
流

れ
方

式
栄

養
塩

分
析

装
置

賃
貸

借
契

約

　
⑵

　
契

約
期

間

　
　

　
令

和
２

年
９

月
１

日
～

令
和

４
年

３
月

31日

　
⑶

　
納

入
場

所

　
　

　
大

分
県

農
林

水
産

部
漁

業
管

理
課

が
指

定
す

る
場

所

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
も

の
に

必
要

な
資

格
に

関
す

る
事

項

　
　

こ
の

調
達

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

に
限

り
入

札
参

加
を

認
め

　
る

。

　
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

　
　

こ
と

。

　
⑵

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

　
　

要
な

資
格

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑶

　
こ

の
調

達
に

係
る

仕
様

書
に

基
づ

き
、

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
事

前
に

入
札

参

　
　

加
申

請
を

行
い

、
入

札
参

加
の

承
認

を
受

け
た

者
で

あ
る

こ
と

。
な

お
、

紙
に

よ
り

入
札

参
加

申
請

し

　
　

た
い

場
合

は
、

下
記

８
の

⑴
へ

問
合

せ
を

す
る

こ
と

。

　
⑷

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

の
各

号
に

掲

　
　

げ
る

者
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
な

い
こ

と
。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

　
　

　
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

・
使

用
し

て
い

る
者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

　
　

　
等

を
締

結
し

て
い

る
者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ

　
　

　
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
　

　
　

な
お

、
資

格
要

件
確

認
の

た
め

、
大

分
県

警
察

本
部

に
照

会
す

る
場

合
が

あ
る

。

　
⑸

　
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
の

機
能

等
証

明
書

を
令

和
２

年
７

月
14日

（
火

）
午

後
５

時
ま

で
に

提
出

　
　

し
、

参
加

承
認

を
受

け
た

も
の

。

　
⑹

　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
下

記
11の

⑵
に

掲
げ

る
日

ま
で

に
、

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

製
造

の
請

　
　

負
及

び
買

入
れ

等
に

係
る

競
争

入
札

参
加

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
指

名
停

止
の

措
置

を
受

け
て

い

　
　

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
　

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
　

上
記

２
の

⑵
に

掲
げ

る
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
す

る
者

は
、

競
争

入
札

参
加

資
格

審

　
査

申
請

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
、

次
に

掲
げ

る
時

期
及

び
場

所
に

提
出

す
る

こ
と

。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

　
令

和
２

年
７

月
３

日
（

金
）

か
ら

同
年

７
月

14日
（

火
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

　
　

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
⑵

　
申

請
書

類
の

入
手

場
所

及
び

提
出

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870-8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097-506-2957

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
h
ttp

s://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/20100/sh

ik
ak

u
2020.h

tm
l

４
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
農

林
水

産
部

漁
業

管
理

課
管

理
予

算
班

５
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

上
に

令
和

２
年

７
月

27日
（

月
）

ま
で

入
札

　
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

６
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

使
用

　
　

本
案

件
は

、
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
行

う
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め

　
る

も
の

の
ほ

か
運

用
基

準
に

よ
る

。

　
　

な
お

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
入

札
書

を
下

記
８

に
掲

げ
る

提
出

場
所

及
び

提
出

期

　
限

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
　

ま
た

、
入

札
金

額
は

月
額

（
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

相
当

す
る

額
を

除
く

。
）

を
記

載
す

る
こ



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

七

（
公
告
）

　
と

。

７
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

８
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
農

林
水

産
部

漁
業

管
理

課
管

理
予

算
班

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

２
年

８
月

４
日

（
火

）
午

前
10時

　
　

た
だ

し
、

郵
便

（
書

留
に

限
る

。
）

の
場

合
は

、
同

年
８

月
３

日
（

月
）

午
後

５
時

　
必

着
　

９
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

入
札

金
額

の
入

力
期

限

　
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
下

記
の

期
間

に
入

札
金

額
を

入
力

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

た
だ

し
、

紙
に

よ
る

入
札

を
行

う
も

の
は

事
前

に
８

の
⑴

の
場

所
に

報
告

す
る

こ
と

。
報

告
を

行
っ

た

　
者

は
８

の
⑴

の
場

所
へ

下
記

期
間

中
に

持
参

又
は

郵
送

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
を

認
め

る
。

　
　

期
　

　
間

　
自

　
入

札
参

加
の

承
認

を
受

け
た

日

　
　

　
　

　
　

　
至

　
令

和
２

年
８

月
４

日
（

火
）

午
前

10時

10　
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
開

札

　
　

開
札

予
定

日
時

　
令

和
２

年
８

月
４

日
（

火
）

午
後

１
時

11　
開

札
の

場
所

及
び

日
時

等

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
庁

舎

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

２
年

８
月

４
日

（
火

）
午

後
１

時

　
⑶

　
再

度
入

札
　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
167

　
　

　
　

　
　

　
条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

12　
入

札
保

証
金

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

20条
第

３
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
免

　
除

す
る

。

13　
契

約
保

証
金

　
　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

　
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

免
除

さ
れ

る
。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

　
過

去
２

年
間

に
国

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

に
わ

た

　
　

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約
を

履
行

し
な

い
こ

と

　
　

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

14　
入

札
の

無
効

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
無

効
と

す
る

。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

　
⑸

　
誤

字
及

び
脱

字
等

に
よ

り
、

必
須

事
項

が
確

認
で

き
な

い
と

き
。

15　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

16　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

範
囲

　
　

内
の

価
格

で
、

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

く
じ

に
よ

る
落

札
者

決
定

を

　
　

行
う

。
こ

の
場

合
、

当
該

入
札

者
が

く
じ

を
引

か
な

い
と

き
は

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員

　
　

に
代

わ
り

に
く

じ
を

引
か

せ
る

も
の

と
す

る
。

17　
そ

の
他

　
　

こ
の

調
達

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。

18　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
N

atu
re of ren

ted
 serv

ice

　
　

　
C

on
tin

u
ou

s seg
m

en
ted

 fl
ow

 ty
p
e au

tom
atic n

u
trien

t an
aly

zer

　
⑵

　
T

en
d
er su

b
m

ission
 d

ead
lin

e

　
　

　
A

u
g
u
st 4, 2020, 10:00 a.m

.

　
⑶

　
C

on
tract fu

lfi
llm

en
t p

eriod

　
　

　
S
ep

tem
b
er 1, 2020 to M

arch
 31, 2022

　
⑷

　
C

on
tract fu

lfi
llm

en
t location

　
　

　
R

efer to sp
ecifi

cation

　
⑸

　
F

or fu
rth

er in
q
u
iries, con

tact:

　
　

　
M

an
ag

em
en

t an
d
 B

u
d
g
et S

ection

　
　

　
F

ish
eries M

an
ag

em
en

t D
iv

ision

　
　

　
A

g
ricu

ltu
re, F

orestry
, an

d
 F

ish
eries D

ep
artm

en
t,

　
　

　
O

ita P
refectu

ral G
ov

ern
m

en
t
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3-1-1 O

h
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ach
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ita C
ity

, O
ita, JA

P
A

N
 870-8501

　
　

　
T

E
L
 097-506-3920

　
　

　
　

　
　

　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

７
月

３
日

  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  大

分
県

知
事

　
　

広
　

　
　

瀬
　

　
　

勝
　

　
　

貞
　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
特

定
役

務
の

種
類

　
　

　
中

部
地

区
Ｃ

清
掃

業
務

　
⑵

　
委

託
期

間

　
　

　
令

和
２

年
10月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

30日
ま

で

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

　
⑶

　
対

象
施

設

　
　

　
大

分
県

産
業

科
学

技
術

セ
ン

タ
ー

及
び

大
分

県
衛

生
環

境
研

究
セ

ン
タ

ー

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

本
案

件
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

条
件

を
全

て
満

た
し

て
い

る
者

に
限

り
入

札
参

加
を

認
め

る
。

　
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

　
　

こ
と

。

　
⑵

　
県

庁
舎

等
維

持
管

理
業

務
入

札
参

加
資

格
を

得
て

い
る

者
の

う
ち

、
建

築
物

清
掃

業
の

Ａ
級

に
格

付

　
　

け
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
下

記
４

に
記

す
競

争
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
し

資
格

審

　
　

査
申

請
を

行
う

者
に

あ
っ

て
は

、
資

格
審

査
の

結
果

県
庁

舎
等

の
清

掃
業

務
の

Ａ
級

に
格

付
け

さ
れ

た

　
　

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑶

　
建

築
物

に
お

け
る

衛
生

的
環

境
の

確
保

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
45年

法
律

第
20号

）
第

12条
の

２
第

　
　

１
項

第
１

号
又

は
第

８
号

に
掲

げ
る

事
業

の
都

道
府

県
知

事
の

登
録

を
受

け
て

い
る

者

　
⑷

　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
下

記
10に

掲
げ

る
開

札
ま

で
の

間
に

、
県

庁
舎

等
維

持
管

理
業

務
入

札
参

加
資

　
　

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑸

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者

　
　

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

　
　

　
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
)

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

若
し

く
は

原
材

料
の

購

　
　

　
入

契
約

等
を

締
結

し
て

い
る

者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ

　
　

　
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

３
　

競
争

入
札

参
加

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

方
法

及
び

期
間

　
　

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

（
以

下
「

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

入

　
札

参
加

申
請

を
令

和
２

年
７

月
３

日
（

金
）

午
前

９
時

か
ら

同
年

８
月

６
日

（
木

）
午

後
５

時
ま

で
に

行

　
う

こ
と

。

　
　

な
お

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
「

紙
入

札
参

加
届

出
書

（
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札

　
シ

ス
テ

ム
運

用
基

準
（

以
下

「
運

用
基

準
」

と
い

う
。

）
様

式
第

５
号

）
」

を
、

令
和

２
年

８
月

６
日

　
（

木
）

午
後

５
時

（
必

着
）

ま
で

に
持

参
又

は
郵

送
（

書
留

郵
便

）
に

よ
り

下
記

提
出

先
に

提
出

す
る

こ

　
と

。

　
　

提
出

先
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
庁

舎
管

理
班

（
県

庁
舎

本
館

２
階

）

　
　

　
　

　
　

〒
870-8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号

４
　

競
争

入
札

参
加

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

者
は

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

に
必

要

　
書

類
を

添
付

し
て

、
次

に
掲

げ
る

時
期

及
び

場
所

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
　

な
お

、
入

札
参

加
資

格
を

得
て

い
る

者
の

う
ち

、
建

築
物

清
掃

業
の

Ｂ
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

に

　
つ

い
て

は
、

再
度

の
申

請
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
も

の
と

す
る

。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

　
令

和
２

年
７

月
３

日
（

金
）

か
ら

同
月

28日
（

火
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

　
　

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

に
規

定
す

る
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

　
　

時
ま

で

　
　

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入

　
　

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

入
手

場
所

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

よ
り

申
請

書
類

を
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
す

る
か

下
記

⑶
に

て
交

付
を

受
け

る
こ

　
　

と
。
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⑶

　
申

請
書

類
の

提
出

先
及

び
問

合
せ

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

庁
舎

管
理

班
（

県
庁

舎
本

館
２

Ｆ
）

　
　

　
〒

870-8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097-506-2962

５
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

上
に

令
和

２
年

８
月

18日
（

火
）

ま
で

入
札

　
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

６
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

利
用

　
　

本
案

件
は

、
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
行

う
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め

　
る

も
の

の
ほ

か
運

用
基

準
に

よ
る

。

　
　

な
お

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
入

札
書

を
下

記
９

に
掲

げ
る

提
出

場
所

及
び

提
出

期

　
限

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

７
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
、

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

８
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

入
札

金
額

の
入

札
期

間

　
　

入
札

参
加

承
認

の
日

か
ら

令
和

２
年

８
月

17日
（

月
）

午
後

５
時

ま
で

９
　

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
場

合
の

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
庁

舎
管

理
班

（
県

庁
舎

本
館

２
Ｆ

）

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

２
年

８
月

1
7
日

（
月

）
午

後
５

時
ま

で
に

必
着

の
こ

と
。

な
お

、
郵

送
の

場
合

　
　

　
　

　
　

　
は

、
書

留
郵

便
と

す
る

。

10　
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
開

札

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
庁

舎
管

理
班

（
県

庁
舎

本
館

２
Ｆ

）

　
⑵

　
開

札
日

時
　

令
和

２
年

８
月

18日
（

火
）

午
後

２
時

30分

11　
再

入
札

　
　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
167条

の
８

第
４

項

　
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

け
る

再
入

札
の

入
札

金
額

の
入

力
期

限
、

入
札

書

　
の

提
出

期
限

及
び

開
札

日
時

並
び

に
第

１
回

入
札

の
最

低
入

札
価

格
は

別
途

通
知

す
る

。

12　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

免
除

と
す

る
。

13　
契

約
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

免
除

と
す

る
。

　

14　
入

札
の

無
効

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
無

効
と

す
る

。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

　
⑸

　
誤

字
及

び
脱

字
等

に
よ

り
、

必
要

事
項

が
確

認
で

き
な

い
と

き
。

　
⑹

　
入

札
金

額
、

住
所

、
氏

名
及

び
押

印
そ

の
他

入
札

要
件

を
認

定
し

が
た

い
入

札

　
　

　
な

お
、

氏
名

と
は

、
法

人
代

表
者

の
入

札
の

場
合

及
び

代
理

人
入

札
の

場
合

い
ず

れ
も

、
商

号
又

は

　
　

名
称

及
び

代
表

者
氏

名
を

い
う

。

15　
低

入
札

調
査

基
準

価
格

の
設

定

　
　

有

16　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
で

入
札

し
た

者
の

う
ち

、

　
　

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

し
た

者
を

落
札

者
と

す
る

。
た

だ
し

、
低

入
札

調
査

基
準

価
格

を
下

回

　
　

る
入

札
が

行
わ

れ
た

場
合

は
、

落
札

者
の

決
定

を
保

留
し

、
後

日
、

大
分

県
庁

舎
等

清
掃

業
務

委
託

に

　
　

係
る

低
入

札
価

格
調

査
制

度
事

務
処

理
要

領
（

以
下

「
低

入
札

価
格

調
査

制
度

事
務

処
理

要
領

」
と

い

　
　

う
。

）
に

規
定

す
る

調
査

を
行

い
、

落
札

者
を

決
定

す
る

。

　
　

　
低

入
札

調
査

基
準

価
格

を
下

回
る

入
札

を
行

っ
た

者
は

、
事

情
聴

取
等

の
調

査
に

協
力

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム

　
　

に
お

い
て

、
電

子
く

じ
に

よ
る

落
札

者
決

定
を

行
う

。

　
⑶

　
再

度
の

入
札

を
し

て
も

、
落

札
者

が
な

い
と

き
又

は
落

札
者

が
契

約
を

結
ば

な
い

と
き

は
、

地
方

自

　
　

治
法

施
行

令
第

167条
の

２
第

１
項

第
８

号
又

は
第

９
号

の
規

定
に

よ
り

随
意

契
約

を
行

う
も

の
と

す

　
　

る
。

　
※

　
低

入
札

価
格

調
査

制
度

事
務

処
理

要
領

に
つ

い
て

は
、

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

の
で

、

　
　

事
前

に
確

認
す

る
こ

と
。

17　
そ

の
他

　
⑴

　
本

案
件

は
、

地
方

自
治

法
第

234条
の

３
に

規
定

す
る

長
期

継
続

契
約

に
該

当
す

る
。

こ
の

契
約

を

　
　

締
結

し
た

翌
年

度
以

降
に

お
い

て
、

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場



令
和
二
年
七
月
三
日

大
分
県
報

一
〇

（
公
告
）

　
　

合
は

、
こ

の
契

約
は

解
除

す
る

。

　
⑵

　
本

案
件

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。

　
⑶

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

18　
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称

　
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
庁

舎
管

理
班

　
　

〒
870-8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号

　
　

電
話

　
097-506-2962
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S
u
m

m
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⑴

　
N
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d
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u
an
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